
る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他

の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為

に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第４条の２第１項に規定する

指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利

用許可その他の行為とみなす。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 多摩市民館、麻生市民館及び麻生市民館岡上分館の管理を指定管理者に行わ

せることとし、並びに利用料金制を導入するため、この条例を制定するもので

ある。 

議案第１０４号 

 

川崎市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市立図書館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和 ６ 年 ５ 月３１日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市立図書館条例の一部を改正する条例 

川崎市立図書館条例（昭和２５年川崎市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項中「図書館（」の次に「川崎市立麻生図書館、川崎市立川崎図

書館大師分館、川崎市立川崎図書館田島分館、」を、「川崎市立高津図書館橘

分館」の次に「及び川崎市立麻生図書館柿生分館」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 川崎市立麻生図書館、川崎市立川崎図書館大師分館、川崎市立川崎図書館

田島分館及び川崎市立麻生図書館柿生分館に係る指定管理者の指定等に関し

必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 

 



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

麻生図書館、川崎図書館大師分館、川崎図書館田島分館及び麻生図書館柿生

分館の管理を指定管理者に行わせることとするため、この条例を制定するもの

である。 

 


